様式第4号(第6条関係)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　色麻町指令第　　　　号


　　所 在 地
　　法 人 名
　　代表者名　　　　　　　　　　　　様


[bookmark: _Hlk106041141][bookmark: _GoBack]　　　　年　　月　　日付けで申請のあった色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金については、色麻町病児・病後児保育施設整備事業補助金交付要綱第6条の規定により、次のとおり交付決定したので通知する。

　　　　　年　　　月　　　日

色麻町長


　1　補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　円

　2　条件
　　(1)　 補助対象事業の内容又は補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、変更承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更にあっては、この限りでない。
    (2)　 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
  　(3)　補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
[bookmark: _Hlk105429325]　(4)　町長は必要があると認めるときは、交付決定者に対して補助対象事業の遂行について必要な報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(5)　補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整備し、補助対象事業完了の翌年度から　　　　起算して5年間保存しなければならない。

